
○住宅の耐震化率の推移

令和３年２月８日

建設水道常任委員会資料

都市整備部建築指導課

宇治市建築物耐震改修促進計画における住宅の耐震化率について

９０％ ９５％

平成２０年１月

目標値

　本市では、今後発生すると考えられる地震により想定される被害の軽減を目指し、
市民の生命と財産を保護するため、日常生活において最も滞在時間の長い住宅、多数
の人が利用する建築物及び防災拠点となる公共建築物の耐震診断及び耐震改修を計画
的かつ総合的に促進し、災害に強いまちづくりを実現することを目的とし、平成２１
年３月に耐震改修促進法に基づき、「宇治市建築物耐震改修促進計画」を策定してお
り、平成２７年度末までを計画期間とし、耐震化率９０％を目標に住宅・建築物の耐
震化に取り組んでまいりました。

　平成２１年度より「宇治市木造住宅耐震診断士派遣事業」「宇治市木造住宅耐震改
修事業」「宇治市マンション耐震診断事業」を実施し、平成２４年度からは簡易改修
制度を追加、平成２８年１１月から耐震シェルター設置への助成制度を実施、また、
段階的に助成額を引き上げる等、耐震改修工事への助成事業を拡充しています。

　平成２８年度に、新たな目標値や目標達成に向けた施策等について、この「宇治市
建築物耐震改修促進計画」を平成３７年度末（令和７年度）までを計画期間として改
定し、住宅の耐震化率を令和７年度末で９５％を目標として、引き続き住宅・建築物
の耐震化に取り組んでおります。

９３．９％

令和７年度末令和２年度末平成３０年度末平成２７年度末

８１．３％ ８６．１％ ８７．８％ ９０．４％

　住宅の耐震化率につきましては、５年に１度実施される「住宅・土地統計調査」の
結果に基づき、算出することとしており、平成３０年度に実施された「住宅・土地統
計調査」の結果が昨年度公表され、この度これを基に、令和２年度末での耐震化率の
推計を行いましたので報告させていただきます。

耐震化率
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○今後の推計
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　平成３０年度から、改修助成額を引き上げるとともに、木造住宅耐震改修助成事業
の補助対象となる住宅に対して、職員によるポスティングを開始するなど、更なる耐
震化の重要性の啓発や制度の周知などの活動を行っており、今後も引き続き「木造住
宅耐震改修助成事業」等の充実に努め、積極的な啓発活動を行います。

　平成３０年の住宅・土地統計調査をもとに、令和２年度末の耐震化率を推計すると
約９０．４％となり、このまま今の施策を続けますと、令和７年度末には９３．９％
となり、目標の耐震化率９５％を達成するには更に、８８９戸の耐震改修や建替えが
必要となります。

3449戸
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計画の背景 

 
■新耐震基準に適合していない住宅・建築物が、地震による大きな被害を受けた 

平成７年の阪神・淡路大震災では、多くの方の尊い命が奪われ、そのうち約９割の方が住宅・建
築物等の倒壊によるものです。 

大きな被害を受けた住宅・建築物の多くは、昭和５６年５月３１日以前に着工された、いわゆる
新耐震に適合していない住宅・建築物でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■大地震はいつ、どこで発生してもおかしくない状況です 

我が国では平成7年の阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）以降も新潟県中越沖地震（平成19年）、
岩手・宮城内陸地震（平成20年）などの大地震が頻発しており、平成23年には東日本大震災（東北
地方太平洋沖地震）、平成28年に熊本地震が発生し、大地震はいつ、どこで発生してもおかしくない
状況です。 

また、東海地震、東南海・南海地震等の南海トラフ地震については、発生の切迫性が指摘され、
ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されています。 

 
■宇治市においても地震による甚大な被害が想定されています 

宇治市の周辺においても、生駒断層帯、宇治川断層、黄檗断層など強い地震を起こす恐れのある断
層帯があり、これらを震源とする地震が発生した場合には多数の死傷者の発生や甚大な建物被害を受
ける恐れがあります。 

今後、地震による被害を最小限に止めるためには、引き続き住宅・建築物の耐

震化を進め地震災害に強い都市とする必要があります。 

区分 被害数 死因

死者（人） 6,434

行方不明（人） 3

負傷者（人） 43,792

家屋全壊（棟） 104,906

家屋半壊（棟） 144,274 その他 121 （２％）

焼損棟数（棟） 7,574 合計

（８８％）

（１０％）

出典）平成7年警察白書出典）阪神・淡路大震災について（確定報）
平成18年5月19日消防庁

阪神・淡路大震災の人的・建物被害 被災直後の死亡者の死因

死者数（人）

5,502

焼死体（火傷死体）及びその
疑いのあるもの

家屋，家具類等の倒壊による
圧迫死と思われるもの

4,831

550

34.2 37.3 28.6

74.7 16.7 8.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

軽微・無被害

中・小破

大破

出典）平成7年阪神・淡路大震災調査委員会中間報告，建設省

阪神・淡路大震災における建築時期による被害状況

昭和56年以前

昭和57年以降

34.2 37.3 28.634.2 37.3 28.6

74.7 16.7 8.774.7 16.7 8.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

軽微・無被害

中・小破

大破

出典）平成7年阪神・淡路大震災調査委員会中間報告，建設省

阪神・淡路大震災における建築時期による被害状況

昭和56年以前

昭和57年以降
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注）市有建築物は総務省消防庁が実施している「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査」  

の対象となっている非木造で床面積 200 ㎡超又は 2 階建以上の施設及び防災上重要な施設を対象  
としています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本計画では、特に耐震化を図るべき建築物として、昭和５６年５月３１日以前に着工された現在の

建築基準法の耐震関係規定（新耐震基準）に適合していない以下の建築物を対象としています。 
 
計画の対象 

対  象  内  容  

１）住 宅  市民の 生命・財産を 守る という 観点 から、すべ て の住宅 を対 象とし

て、耐 震化 を促進 しま す。  

２）多 数の 者が利 用す る建築 物  耐 震 改 修 促 進 法 で 定 め ら れ た 以 下 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 建 築 物 に

ついて 、耐 震化を 促進 します 。  

①学校 、体 育館、 病院 、劇場 、観 覧場、 集会 場、展 示場 、百貨 店 、

事務所 、社 会福祉 施設 、賃貸 共同 住宅、その 他多数 の者 が利用 す

る建築 物で 一定規 模以 上のも の  

②一定 量以 上の火 薬類 、石油 類、そ の他の 危険 物の貯 蔵場 、処理 場

③緊急 輸送 道路や 避難 路等を 閉塞 させる おそ れがあ る建 築物  

 （下 図参 照）  

３）市 有建 築物  宇治市 内の 市有建 築物 は、地震時 に 防災活 動拠 点とし て重 要な役 割

を 果 た す 施 設 や 災 害 時 要 配 慮 者 及 び 不 特 定 多 数 の 市 民 が 利 用 す る

施設が 多い ことか ら、 耐震化 を促 進しま す。  

 

計画の位置付け 

今後発生すると考えられる地震により想定される被害の軽減を目指し、市民の生命と財産を保護す

るため、日常生活において最も滞在時間の長い住宅、多数の人が利用する建築物及び防災拠点となる公

共建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的かつ総合的に促進し、災害に強いまちづくりを実現すること

を目的とします。 

計画の目的 

本計画の計画期間は、平成37年度までとします。 

計画の期間 

計画の対象 

計画の位置付け 

本計画は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」、「京都府建築物耐震改修促進計画」に基づ

いて策定します。また、本市の総合計画である「宇治市第５次総合計画」や「宇治市地域防災計画」、

「宇治市住宅マスタープラン」等との整合を図ります。 

出典）国土交通省 HP 

緊急輸送道路や避難路等を閉鎖させるおそれがある建築物 

①前面道路幅員が 12m を超える場合

幅員の 1/2 の高さを超える建築物  

②前面道路幅員が 12m 以下の場合  
6m の高さを超える建築物  

建
築
物 
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想定される地震の規模、被害の状況 

 
○京都府が行った「京都府地震被害想定調査（2008）」によると、京都府周辺には22の断層がありま

す。このうち宇治市に大きな影響を及ぼすと想定されている断層は、生駒断層帯、宇治川断層、黄檗
断層です。 

 

○さらに、京都府では、平成 24 年に内閣府の地震被害想定をもとに南海トラフ地震のより詳細な被害

想定を行っています。なお、宇治市では南海トラフ地震（マグニチュード 9.0）で震度 6 強の地震

が予想されています。 

 

想定される地震の規模 

    出典）京都府地震被害想定調査（2008） 

断層分布図 

出典）京都府地震被害想定調査（2008） 

番号
地震の規模

（M)
番号

地震の規模
（M)

1 花折断層帯 7.5 13 7.4

2 桃山－鹿ヶ谷断層 6.6 14 7.5

3 6.5 15 7.5

4 7.5 16 7.7

5 亀岡断層 6.7 17 有馬－高槻断層 7.2

6 樫原-水尾断層 6.6 18 宇治川断層 6.5

7 殿田－神吉－越畑断層 7.2 19 7.3

8 光明寺-金ヶ原断層 6.8 20 6.9

9 7.2 21 7.4

10 7.2 22 6.7

11 6.9 23 8.5

12 7.4 24 9.0

宇治市に大きく影響を及ぼす想定地震

京都府に影響を及ぼす主な想定地震

三峠断層

上林川断層

生駒断層帯

琵琶湖西岸断層帯

対象震源断層等 対象震源断層等

花折断層帯

黄檗断層

 奈良盆地東縁断層帯

東南海・南海地震

南海トラフ地震※

西山断層帯

※内閣府のデータを基にした京都府被害想定（2014）

郷村断層帯

上町断層帯

有馬－高槻 断層帯

若狭湾内断層

山田断層帯

和束谷断層

木津川断層帯

埴生断層

養父断層
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○「京都府地震被害想定調査（2008）」によると、宇治市では最も家屋被害が大きい生駒断層帯を震

源とする地震で、約9,100 棟の家屋が全壊、約16,000 棟が半壊、合計約25,000 棟の家屋が被
害を受け、約170～590人の死者が出ると想定されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想定される被害の状況 

 
○宇治市に大きな影響を及ぼす断層の想定震度の最も大きいものを重ね合わせて、市内のそれぞれの

地域で生じるおそれのある最大の揺れを表した「揺れやすさマップ」を作成しました。 
○それによれば、山地部を除く市域のほぼ全域で、震度６弱～６強の揺れが想定されています。また、

山地部では斜面崩壊が多発する可能性があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主要な活断層で発生する地震の被害想定 

 

揺れやすさマップとは？ 

 揺れやすさマップは、宇治市への影響が大きいと想定される 3 つ

の活断層を選び、市域に 250m メッシュを設定し、メッシュ毎に

地表での震度の予測を行った結果を重ね合わせて、それぞれの地域

で生じる恐れのある最大の揺れを表したものです。 

 したがって、実際に地震が発生した場合には、予測されたとおり

の震度の揺れが生じるとは限りませんが、最大の揺れに対する日頃

からの備えを心がけましょう。また、山地部では斜面崩壊が多発す

る可能性があります。 

揺れやすさマップ 

 地震と想定される被害 

震度 

階級 
人間 屋内の状況 屋外の状況

耐震性の低い

木造建築物

5 強 

非常な恐怖を感

じる。行動に支

障を感じる。 

重い家具が倒れ

ることがある。 

多くのブロック

塀が崩れる。多

くの墓石が倒れ

る。 

壁や柱がかなり

破損したり、傾

くものがある。

6 弱 

立っていること

が困難になる。 

重い家具の多く

が移動、転倒す

る。 

か な り の 建 物

で、壁のタイル、

窓 ガ ラ ス が 破

損、落下する。

倒壊するものが

ある。 

6 強 

立っていること

ができず、はわ

な い と 動 け な

い。 

重い家具のほと

んどが移動、転

倒する。戸が外

れて飛ぶことが

ある。 

ブロック塀のほ

と ん ど が 崩 れ

る。 

倒壊するものが

多い。 

建築物
（全壊）

建築物
（半壊）

焼失建築物 死者数 要救出者数 負傷者数
避難者数
（短期）

黄檗 4,950 11,770 460 260 1,460 2,650 33,520

生駒 9,130 16,020 980 590 2,910 4,300 53,660

宇治川 5,580 12,200 500 310 1,720 2,880 36,330

南海トラフ地震※ 1,370 6,660 90 320 1,590

断層名

建物被害（棟） 人的被害（人）

※ 内 閣 府 の デ ー タ を 基 に し た 京 都 府 被 害 想 定 （ 2014）
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耐震化の現状と目標設定 

耐震化を促進するための基本的な取組み 

本計画では、住民・建物所有者が自主的に耐震化へ取組むこととし、市は、その取組みを支援する
観点から、耐震化の阻害要因を解消又は軽減する施策を展開することとします。 
 
①市域の耐震化状況を踏まえた取組みの推進 
○市域の西部の平地部の大半は軟弱な地盤となっている状況や、宇治市の各地域の耐震化状況を踏

まえ、地域の住宅特性、地域特性に対応した耐震化促進の取組みを推進します。 
 
②市の地域特性を踏まえた取組みの推進 
○文化的・景観的価値等と調和したままでの耐震改修工法等の研究・開発や技術の普及等、市内の

建築物の地域特性を踏まえた取組みを推進します。 
 
③緊急性や公益性による優先順位に配慮した取組みの推進 
○密集市街地の住宅、危険物を取り扱う建築物、緊急輸送道路の道路閉塞のおそれがある建築物等、

緊急性や公益性による優先順位に配慮した取組みを推進します。 
 
④適切な役割分担による取組みの推進 
○住民・建物所有者が、耐震対策に向け、自主的・主体的に取組むことを基本とします。 
○国、京都府とも連携し建築物の耐震化の促進を図ります。 
○各種関係団体と連携しながら、地域の安全・安心の防災まちづくりの推進に積極的に取組みます。

耐震診断・耐震改修に係る基本的な取組方針 

耐震化率  約８６％ 

 
○ 木 造 住 宅 等 の 耐 震 化 率 が 約 81％ と

なっており、その他の住宅（共同住
宅など）の耐震化率は約 96％となっ
ています。 

 
（前計画の目標９０％） 

住

宅 

耐震化率  約９１％ 

 
○地震時に 防災活動拠 点となる建 築 物

や社会福祉施設等の耐震化率がやや
低くなっていますが、前回計画の目
標である 90％を達成しています。 

 

（前計画の目標９０％）  

多
数
の
者
が
利

用
す
る
建
築
物

耐震化率  約９３％ 

 
○平成 27 年度末の時点で、集会場等

の耐震化率がやや低くなっています
が 、 保 育 所 や 学 校 等 は 、 耐 震 化 率
100％を達成しています。 

 
（前計画の目標９０％） 

市
有
建
築
物

耐震化率 ９5％以上 

○京都府耐震改修促進計画に基づき、耐
震 化 を 含 め た 減 災 に 関 す る 幅 広 い 対
策を施された住宅（減災化住宅）率を
97％ 、 そ の う ち 住 宅 の 耐 震 化 率 は
95％以上を目標とします。 

○木造住宅 等の耐震化 の向上に重 点 的
に取組みます。 

 
 
○ 全 て の 多 数 の 者 が 利 用 す る 建 築 物 に

ついて、一律に耐震化率の向上を目指
すのではなく、行政施策に鑑み耐震化
が必要な建築物について、建築物の用
途毎に効率的・効果的な施策展開を図
ります。 

 

 

耐震化率 100％ 

 
○地震時に 防災活動拠 点となる建 築 物

が多く、耐震化の必要性が高いこと
から、耐震化率 100％を目指すべき
指標とし、効率的・効果的な施策展
開を図ります。 

 

現状（平成２7 年度末） 目標（平成３７年度末） 
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■減災化住宅の推進 
○地震時に市民の命を守ることを最優先とし、住宅の減災に向けた総合的な取組みを推進します。 
○住宅の耐震化を促進するため、耐震診断、耐震改修、簡易改修に加えて、耐震シェルターの設置に

よる安全性を向上する取組みの支援施策を推進します。 
○家具の転倒防止等の普及啓発に努めており、感震ブレーカーの設置も含め、今後も継続的に啓発に

取組んでいきます。 
■エレベーター等の地震防災対策の推進 
○エレベーターやエスカレーターが設置されている建築物の所有者に対し、地震に対する危険性を周

知するとともに、改修等の対策を行うよう指導・啓発を行います。 
■屋外広告物、ガラス、外壁材、天井等の落下防止対策 
○屋外広告物の安全性の注意喚起を行います。 
○窓の改修工事、外壁の改修工事等の対策の普及啓発を行います。 
○大規模空間を持つ建築物の天井等は、施設の所有者等に崩落防止対策を行うよう啓発等を行います。
■ブロック塀等の安全対策 
○ブロック塀の安全対策やブロック塀の生垣化に対する助成制度の啓発を図るとともに、ブロック塀

の危険性についての周知を行います。 
■宅地の安全対策 
○土砂災害特別警戒区域内の既存不適格の住宅及び建築物について、土砂災害に対して安全な構造と

なるよう、啓発や支援制度の検討を行います。 
■平成 12 年度までに着工した木造住宅の安全性の向上 
○木造住宅の耐震関係規定については、平成12年6月に耐力壁等の基準が追加され、厳格になってい

ます。そのため、昭和56年６月以降に着工された住宅でも、現行の耐震関係規定を満たさない場合
が報告されています。このような住宅の所有者に対しても安全性を向上させるよう、啓発等を行っ
ていきます。 

■耐震診断の支援策  
①住宅の耐震診断の支援 
○既存住宅の耐震診断については、平成14年度から「宇治市簡易耐震診断」を実施していましたが、

平成21年度以降は本計画に基づいた耐震診断の支援策に移行しています。 
○地震時の被害が大きくなると予測される昭和56年以前の木造住宅・マンションについて所有者等が

耐震診断を希望する場合、耐震診断事業を実施しています。 
②多数の者が利用する建築物の耐震診断の支援 
○災害時に防災拠点となる多数の者が利用する建築物や、危険物を貯蔵している施設等の緊急性や公益

性が高い多数の者が利用する建築物等について、耐震診断に対する支援を行うことを検討します。 
■耐震改修の支援策  
①住宅の耐震改修の支援 
○住宅の種別と立地環境を踏まえ、優先順位を設定して、支援を実施しています。 
○平成21年度から「木造住宅耐震改修補助金交付事業」を実施し、また平成23年8月からは補助額の

上限を増額し、耐震化の促進を図っています。さらに、平成24年度より簡易耐震改修助成制度を新
たに創設しています。 

○防災上問題が大きい密集市街地等において積極的に啓発を行い木造住宅の耐震改修に対する支援を
実施します。 

②多数の者が利用する建築物の耐震改修の支援 
○耐震診断と同様、緊急性や公益性が高い多数の者が利用する建築物について、情報提供等を含めた耐

震改修の支援を行うことを検討します。 
■耐震診断・改修の促進を図るための支援  
○今後、現行の施策をさらに推進するとともに、必要に応じて制度の拡充や見直し、手続きの合理化、

新技術への対応等を進めます。 

耐震診断・改修の促進を図るための支援 

■専門家の育成・認定・登録制度の活用 
○耐震診断士の養成・登録制度の活用を図り、耐震診断士の紹介を行います。 
○京都府は、平成 16 年度から木造住宅の調査・耐震性診断をする木造住宅耐震診断士の養成・登録を

進めており、宇治市では平成２１年度から京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された診断士の
派遣事業を実施しています。 

■ 事業者等の情報を入手しやすい仕組みづくり 
○京都府による、「京都府の補助金を受けた耐震改修工事実績のある施工業者の情報提供」等を活用し、

施工実績のある事業者等の情報を入手できるような仕組みづくりを検討します。 
○ホームページを充実させ、耐震改修に係る最新の情報を発信します。 
○支援制度を利用し工事を行っている物件を活用し、各種支援制度の情報発信を行います。 

安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備 

地震時に備えた建築物の総合的な安全対策の推進に関する事業の概要 
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■地震ハザードマップ等の活用 
○「総合型ハザードマップ」として作成し、市内の全世帯に配布しています。 
○「揺れやすさマップ」等をホームページで公表し、自分の家の被害想定を認識してもらい、耐震化を

進めるきっかけとなるよう活用を促進し、市民意識の啓発に努めます。 
■相談体制の整備及び情報提供の充実 
○住宅リフォームの相談窓口を設置し、相談に対応できる体制と仕組みづくりを検討します。 
○総合的なアドバイスができる体制づくりを進めます。 
○「市政だより」や市ホームページ、マスメディア等を通じて、耐震化の必要性に関する普及・啓発や、

耐震診断・改修に関する情報の周知に努めます。 
■ パンフレット作成・配布、セミナー・講習会等の開催 
○市民向けや建築技術者向け等、対象者に応じたパンフレット等を作成、配布します。 
○耐震に関するセミナーや講習会の開催を推進し、知識普及と意識啓発を進めます。 
○広報誌、テレビやラジオ等のあらゆる媒体により啓発を行います。 
■ リフォームに合わせた耐震改修の誘導 
○増改築やリフォームに合わせて耐震改修を実施することにより、工事費用や手間が軽減されることを

広く周知し、リフォームに合わせた耐震改修を促進するよう努めます。 
○さまざまな改修の機会に合わせた耐震改修が広く認知され、実施されるよう、関連する事業者との連

携を進めます。 
■ 町内会・自治会等との連携 
○町内会・自治会等が主体的に住宅・建築物の耐震化のための取組みを行える体制づくりを検討します。
○住宅の耐震化に向けた啓発を行うため「出前講座」による町内会等への説明会の開催を推進するとと

もに、まちぐるみの耐震化に関する取組みを促進します。 

安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する取組 

耐震化を促進するための指導や命令等 

○所管行政庁として、特定既存耐震不適格建築物 ※ 等の所有者に対し、耐震改修促進法に基づく指導・
助言・指示（指示は同法に規定される対象建築物のみ）を行います。 

○指示を行った後、相当の猶予期限を越えても、正当な理由がなく、耐震診断・改修が行われない場合
は、公報等を通じて建物名称及び所有者名を公表することを検討します。 

○指示・公表を行った後、相当の猶予期限を越えても、正当な理由がなく、指示に従わない場合等は、
必要に応じて建築基準法に基づく勧告・命令等を行うことを検討します。 

※ 多 数 の 者 が 利 用 す る 建 築 物 の う ち 、 昭 和 ５ ６ 年 ５ 月 ３ １ 日 以 前 に 着 工 さ れ た 建 築 物 の こ と 。  

その他耐震化の促進に関する事項 

■計画の推進 
○平成 37 年度末における耐震化の目標達成に向けて、当計画の適切な進行管理を行い、耐震化の進捗

状況を把握するように努めます。 

■国、京都府、関係団体との連携 
○国、京都府が行う補助・融資・税制等の支援制度を活用し、住民・建物所有者が、耐震対策に向けて

自主的・主体的に取組めるように耐震化の支援等を進めます。 

○国の基本方針を踏まえるとともに、京都府の「京都府建築物耐震改修促進計画」との整合に配慮して、

計画を進めます。 

○各種関係団体と連携して防災まちづくりの推進に取組むことができるよう、体制づくりを進めます。

宇治市都市整備部建築指導課 

〒611－8501 京都府宇治市宇治琵琶 33 番地 

電話(0774)-20-8794 FAX(0774)-21-0409 

E-mail kenchikushidou@city .uj i .kyoto. jp 



  
宇治市建築指導課    

            か ら のお知らせです   

近年の地震では、住宅の倒壊により多数の人的被害がでています。倒壊した住宅の多くは、昭和５６年以前に
建てられ、現在の新耐震基準に適合していないものでした。 

宇治市では京都府との協力事業により、住宅の耐震化支援事業に要する費用の一部を補助しています。 
 

耐震診断士派遣事業 
耐震診断とは、建物が大きな地震に対してどの程度耐えられるかの目安を判定するものです。 

 
 

□ 耐 震 診 断 の 流 れ （事業年度内の場合、お申込から耐震診断結果の報告までおおむね２～３ヶ月です）      

対象住宅の所有者又は居住者の方が申請できます。 

別紙申込書に必要事項をご記入 
別紙に必要事項をご記入の上、切り離して建築指導課 

に直接ご提出頂くか、封 書 の 作 り 方に従い封書を作成し、 
切手を貼って投函ください。 

な お 、 対 象 住 宅 の居住者と所有者が異なる場合は、同意 
書が必要となります。その際は受付時にご連絡します。 

受付完了（※郵送の場合は、市から確認の電話をします） 
宇治市が耐震診断士と契約を行います。 

調査日時の打ち合わせ 

耐震診断士からご連絡します。 

ご都合の良い日時を打合せください。 

現地調査   
交通費 3,000 円をお支払ください。 

耐震診断結果の報告 

宇治市役所にて市職員と耐震診断士が、ご説明・ご報告 
を行います。工事を行うかどうかは、診断結果をご覧 
になってから検討していただけます。 

 
 
 

※ 市が行う耐震診断結果は第三者に公表することはありません 
ので、ご安心ください。 

お問い合わせ先 宇治市役所 建築指導課 TEL 0774-20-8794 / FAX 0774-21-0409 

【対象住宅】①昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工したもの又は大阪北部地震による罹災証明書の交付を受け
たもの（一部損壊以上） 

②木造住宅で、延べ床面積の２分の１以上を住宅として使用しているもの 
③自己診断（誰でもできるわが家の耐震診断）の結果、９点以下のもの 

【補助内容】 ・府に登録された京都府木造住宅耐震診断士を宇治市が派遣し耐震診断を行います。 
・交通費として 3,000 円の申請者負担が必要になります。耐震診断経費は行政が補助します。 

木造住宅の現地調査・耐震診断・補強プラン・改修工事費等の提案・宇治市職員と建築士 
による説明、アドバイスを行います。 

３，０００円で行えます 



耐震改修等助成事業 
診断の結果、耐震性が不十分と判定された場合は、地震が起きても建物が倒れにくくなるよう、耐震改修を行いましょう。 
令和元年 7 月より代理受領制度が利用できるようになりました。（工事施工者等が、申請者からの委任を受け、補助金の
受領を代理で行うことができる制度です。）いずれも、工事着手前に事前申請が必要です。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象住宅】①昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工したもの(※1) 
       ②木造住宅で、延べ床面積の 2 分の 1 以上を住宅として使用しているもの  

耐震改修   ・耐震診断結果 1.0 未満 → 改修の結果 1.0 以上（1 階が 0.7 以上でも可）となる工事について、
耐震改修（設計・工事）に要した経費の 4／5 を補助（ただし、100 万円を限度とする）（※２）  

簡易改修   ・耐震診断結果 1.0 未満 → 屋根の軽量化等、耐震性が確実に向上する簡易な工事について、 
耐震改修（設計・工事）に要した経費の4／5 を補助（ただし、40 万円を限度とする） 

        ・耐震診断 未実施 (※3) →屋根の軽量化等、耐震性が確実に向上する簡易な工事について、 
耐震改修（設計・工事）に要した経費の3／4 を補助（ただし、30 万円を限度とする）  

シェルター設置   ・構造上既存建物と一体とならない耐震シェルターの設置について、設置（設計・工事）に
要した経費の 3／4 を補助（ただし、30 万円を限度とする）  

※1 簡易改修に限り、対象住宅に「大阪北部地震による罹災証明書の交付を受けたもの（一部損壊以上）」を加える。 
※2 概ね 1 年以上使用されていない状態等の物件に限り経費の 5/5 を補助。（ただし、125 万円を限度とする） 
※3 令和 2 年度で受付終了。 簡易改修の方法等によっては耐震診断（一部評価を含む）が必要となる場合があります。 

↑
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建築の専門家による耐震相談 
京都府内の建築関係の公益法人では、建築の専門家が
耐震についての相談に応じます。 

 
●（一社）京都府建築士事務所協会 Tel 075-334-5277 
●（一社）京都府建築士会     Tel 075-211-2857 
●（一社）まちと人のセーフティーネット 
                 Tel 075-551-6615 

公的機関による融資制度 
京都府による融資制度のほか、独立行政法人住宅金融
支援機構による耐震改修融資制度があります。 
●リフォーム融資 

住宅金融支援機構 お客様コールセンター 
                Tel 0120-0860-35 

●京都府住宅改良資金融資（21 世紀住宅リフォーム資金） 
京都府建設交通部住宅課計画担当 Tel 075-414-5361 

2020.12 



② のりしろ （この部分にのりをつけてください。）  
 
 
様式第１号（第４条関係） 

宇治市木造住宅耐震診断士派遣申込書 
  年  月  日 

 
宇治市長 あて 

申請者（郵便番号：   －    ） 
住  所 

         氏 名
フ リ ガ ナ

              印 
  電話番号      －    － 

（上記以外で日中に連絡が取れる連絡先があればご記入ください      －    －      ） 
所有等別 （ 所有者 ・ 居住者 ） 

 宇治市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要項第４条第１項の規定に基づき、下記の住宅につい 
て耐震診断士の派遣を申し込みます。 

なお、対象住宅がこの事業の対象になることを確認するため、市が住民基本台帳、戸籍簿、外 
国人登録原票、納税状況、固定資産の課税状況等の内容について調査すること、個人情報を市が 
補助を受けるために関係官庁に報告することについて同意します。 

対
象
住
宅
の
概
要 

所 在 地  宇治市 

用  途  専用住宅 ／ 併用住宅（併用用途：          ） 

構造／階数  木造在来軸組工法・それ以外  平屋・２階・それ以外 

住 宅 種 別  一戸建て住宅 ・ 長屋建て住宅 ・ 共同住宅 

床 面 積  １階：  ㎡ ２階：  ㎡ 地下：  ㎡ 合計：  ㎡ 
建築着工時期 

〔建築確認年月〕 
     年  月頃（新築時） 
     年  月  日  （新築時）／不明 

耐震診断の履歴  今回が初めて ／ 本事業の診断歴あり ／ 他（   ）の診断歴あり 
派遣を希望する耐震診断士の氏名                    ／ 特になし 
【備考】 
 
 

整理番号 － 審査欄  

 

   ●上記【備考】欄には、 

（１）上記建物において増築・修繕・模様替・用途変更などがあった場合、その内容及び時期。  

 （２）上記建物が現在空き家の場合、その旨及び使用開始予定時期。 

       （３）本年度上記とは別の住宅もこの派遣事業を希望される場合は、その旨及び申し込み時期などを記載してください。  

●所有者と居住者が異なる場合は、両者のうち、申込者以外の者の同意書（別紙）を添付してください。 

●一戸建て以外の住宅にあつては、全住戸の申込書を同時に提出してください。 
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質問１︓建てられたのはいつ頃ですか︖ 該当するものに○をしてください。 

     建てたのは１９８１年６月以降         

     建てたのは１９８１年５月以前 

     よく分からない 

質問２︓木造住宅の構造について 該当するものに○をしてください。 ※ いいえ の場合は、本診断対象外です。 

ハウスメーカーなどの大臣認定製品ではない    はい ・ いいえ（認定品である） 

階段の途中に床（中間階）がある形状ではない   はい ・ いいえ（中間階がある） 

木造以外の構造が混ざっていない         はい ・ いいえ（混構造である） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
住所   氏名 

差出人 

宇治市役所 建築指導課 あて 
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① 
③ 

○申込みを希望される場合は別紙の「宇治市木造住宅耐震診断士派遣申込書」に 

必要事項をご記入の上、この下欄の２つの質問にお答えください。 

 

○封書の作り方 

・①の山折り線で、折ってください。 

・次に、②のりしろ部分にのりをつけてください。 

・③の山折り線で、折ってください。 

・封書の完成です。 

 

○切手を貼っていただき、ポストに投函してください。 

 

ご不明な場合は、お問い合わせください。 

宇治市役所 建築指導課 TEL 0774-20-8794 
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